
定年祝金の廃止と還暦祝金の増額について

令和７年４月１日より、定年祝金及び還暦祝金の給付条件が変わりました。変更点をまとめてみましたのでご覧ください。

※ 請求期限は事由発生日から満３年以内です。

※ 変更点に関する詳しいご案内をグリーン・パルガイドブック２０２５年度版 １３頁に掲載しておりますのでご覧ください。

令和７年４月１日時点で

グリーン・パル会員ですか？

令和７年４月２日以降に入会した方

●還暦祝金（６０，０００円）の給付

６０歳の誕生日を迎えた時点でご請求ください。ただし、会員期間が３年以上必要です。

誕生日が

昭和４０年４月１日以前の方

●還暦祝金（１０，０００円）の給付

まだ申請がお済でない方はご請求ください。

※誕生日が昭和４０年４月１日以前の方が、令和７年４月１日以降に還暦祝金のご請求をされても６０，０００円

の給付にはなりません。ご請求日時点での金額ではありませんのでご注意ください。

●定年祝金の給付

【会員期間】３年以上は２０，０００円・５年以上は３０，０００円・１０年以上は５０，０００円

就業規則に定める定年を迎えた時点でご申請ください。

※最終的に事業所を退職される時（再雇用期間満了）のご請求ではありませんのでご注意ください。

※満６０歳を超えて入会した場合は、定年祝金の対象外です。

誕生日が

昭和４０年４月２日以降の方

●還暦祝金（６０，０００円）の給付

６０歳の誕生日を迎えた時点でご請求ください。

※定年祝金の給付はありません。
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